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平成22年11月19日議決した次の予算の要領は別紙のとおりである。 
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南加賀広域圏事務組合 
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○平成22年度南加賀広域圏事務組合ふるさと振興事業特別会計補正予算（第 1号） 

○平成22年度南加賀広域圏事務組合急病センター事業特別会計補正予算（第 1号） 

 

 

 

 

 



　平成２２年度南加賀広域圏事務組合のふるさと振興事業特別会計補正予算

（第１号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６，１００千円を追加し，

　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ８４，９００千円とする。

２　歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと金額並びに補正後の

　歳入歳出予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

　　　平成２２年１１月１９日提出

南加賀広域圏事務組合

管理者　　和　田　愼　司

　　　議案第６号

　 平成２２年度南加賀広域圏事務組合ふるさと

　 振興事業特別会計補正予算（第１号）



1 財産収入

　

1

歳 入 合 計 28,800 56,100 84,900

28,770

（単位　千円）　

款 項 補 正 前 の 額補 正 額 計

財産運用収入
56,100

　第１表　歳入歳出補正予算

歳　入

84,870

　 28,770 56,100 84,870



　

1

　

1

28,800 56,100 84,900

款 項 補 正 前 の 額補 正 額 計

　
総 務 費

28,800 56,100 84,900

歳 出 合 計

総 務 管 理 費

歳　出 （単位　千円）　

28,800 56,100 84,900



　平成２２年度南加賀広域圏事務組合の急病センター事業特別会計補正予算

（第１号）は，次に定めるところによる。

　（歳入歳出予算の補正）

第１条　既定の歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ５６，１００千円を追加し，

　歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ２０１，６００千円とする。

２　歳入予算の補正の款項の区分及び当該区分ごと金額並びに補正後の歳入歳出

　予算の金額は，「第１表歳入歳出予算補正」による。

　　　平成２２年１１月１９日提出

南加賀広域圏事務組合

管理者　　和　田　愼　司

　　　議案第７号

　 平成２２年度南加賀広域圏事務組合急病セン

　 ター事業特別会計補正予算（第１号）



2

　第１表　歳入補正予算

歳　入 （単位　千円）　

補 正 前 の 額補 正 額

歳 入 合 計 145,500 56,100 201,600

15,000 117,000

計

分 担 金 及 び 負 担 金 36,115

102,000

△ 15,000 21,115

4 繰 入 金 7,364 56,100 63,464

事 業 収 入

款

1



（単位　千円）　

201,600

補 正 額

歳 出 合 計

衛 生 費

公 債 費

補 正 前 の 額

145,500

3,950

52,150

56,100

歳　出

計

124,780

7,364

128,730

59,514

款

2

3


	yosan221129.pdf
	gian6-1.pdf
	gian6-2.pdf
	gian7.pdf
	gian7-2.pdf

